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お客様との取引に関する約款 

(適用範囲) 

第 1 条 この約款は、お客様とジェフリーズ証券会社 東京支店（以下、「当社」といいます。）とのすべての取引に 

適用されます。 

（反社会的勢力ではないこと） 

第 2 条 当社がお客様と取引を行うにあたっては、お客様が、日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」 

第 15 条に規定する反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）でないことが前提となります。 

２ 当社は、以下の場合にお客様との取引を解除することができます。 

 1.お客様から、お客様が反社会的勢力でない旨の確約をいただいた場合に、当該確約が虚偽であることが 認められ 

た場合  

 2.お客様が反社会的勢力に該当すると認められた場合 

 3.お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めた

場合 

 

(取引時確認事項) 

第 3 条 お客様が当社と取引を行うにあたっては、「犯罪による収益移転防止に関する法律」その他の適用法令等に

基づき、当社が必要と考えるお客様に関する一定の情報（以下、「取引時確認事項」といいます。）をご提供いただく

必要があります。 

２ 当社と一回的ではなく、継続的又は反復的に取引を行われるお客様については、すでにご提供いただいていた取

引時確認事項について、変更等がある場合、速やかに当社にご連絡頂く必要がございます。当社は、その時点でご提

供いただいている取引時確認事項が最新のものであるとみなすことができるものとします。 

３ 当社は、お客様よりご提供いただいた取引時確認事項に偽りがある場合、及び当社において偽りがある可能性が

あると考えお客様に確認を求めた場合において、必要な協力を得られなかった場合には、お客様との取引を解除する

ことができます。 

（この約款の変更） 

第 4 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定される

ことがあります。 

平成 23年 1 月 制定 

平成 29年 11 月 改定 



 

 

個人情報保護宣言 

ジェフリーズ証券会社東京支店 

 

当支店は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取組み方針

として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。 

 

１．関係法令等の遵守 

当支店は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認

定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。 

 

２．利用目的 

当支店は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合

を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番

号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。 

なお、当支店における個人情報等の利用目的は、別紙のとおりです。 

  

３．安全管理措置 

当支店は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、

お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施

するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。 

 

４．継続的改善 

当支店は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見

直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。 

 

５．開示等のご請求手続き 

当支店は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停

止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、法令

等に基づき開示、訂正、利用停止等を要しない場合を除き、回答いたします。 

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号

の保有の有無について回答いたします。 

 

６．ご質問・ご意見・苦情等 

当支店は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅

速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情等は、当支店コンプライ

アンス部（東京都千代田区有楽町１－１－２ 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井

タワー30 階）まで書面によりお申し出ください。 

 



 

 

７．認定個人情報保護団体 

当支店は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証

券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いに

ついての苦情・相談をお受けしております。 

 

 

 

 [苦情・相談窓口] 

・ 日本証券業協会 個人情報相談室 

電話：03-6665-6784 

ホ－ムぺ－ジ：http://www.jsda.or.jp 

 

 

付 則 

平成 17年 4月 1日制定 

平成 19年 6月 20日改正 

平成 27年 10月 5日改正 

令和 3年 8月 1日改正 

令和 3年 10月 1日改正 

  

http://www.jsda.or.jp/


 

 

個人情報の利用目的 

 

   

 

 

（利用目的） 

① 金融商品取引法（以下「金商法」という。）に基づく有価証券・金融商品の勧

誘・販売、サービスの案内を行うため 

② 当支店又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行

うため 

③ 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため 

④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため 

⑤ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため 

⑥ お客様との取引に関する事務を行うため 

⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

⑧ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービ

スの研究や開発のため  

⑨ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合

等において、委託された当該業務を適切に遂行するため 

⑩ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため 

⑪ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関す

る口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提

出事務」に限り利用いたします。 

 

 

  

（

別

紙

） 



 

 

 

 

 

無登録格付に関する説明書 
（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制

が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品

取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の

整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の

公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を

受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下、「ムーディーズ」と称

します。） 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号： 

ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号） 

 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 

ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ

（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるペー

ジ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、

現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク

及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。 

信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。

また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推

奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の

意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、

いかなる保証も行っていません。 

ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っておりま

す。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考

えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う

者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 

この情報は、平成 30 年 2 月 27 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全

性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧く

ださい。 

以  上 



 

 

 

無登録格付に関する説明書 
（S＆P グローバル・レーティング） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録

制が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商

品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制

の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書

類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の

監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：S＆P グローバル・レーティング（以下、「S&P」と称します。） 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：S＆P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社 

（金融庁長官（格付）第５号） 

 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 

S＆P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ

（https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録

格付け情報」（https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered）に掲載

されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体ま

たは特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものではありません。また、

信用格付は、証券の購入、売却又は保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示す

ものでもありません。 

信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、

さまざまな要因により変動する可能性があります。 

S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達

することができるだけの十分な品質及び量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与し

ます。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジェ

ンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた

結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒ

ストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要

があります。 

 この情報は、平成 30 年 2月 27 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・

完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S＆P グローバル・レーティング・ジャパン株式

会社のホームページをご覧ください。 

以   上



 

 

無登録格付に関する説明書 

（フィッチ・レーティングス） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制

が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品

取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の

整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の

公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を

受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：フィッチ・レーティングス（以下、「フィッチ」と称します。） 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 

（金融庁長官（格付）第７号） 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（https://www.fitchratings.com/site/japan）

の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、

正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付

対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対

的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映

されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォ

ルト確率を予測する指標ではありません。 

フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠

しており、所定の格付方法に則り、係る情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用でき

る場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用

結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むこ

とが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証

にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 

信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及

びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。 

この情報は、平成30年2月27日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性

を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームペ

ージをご覧ください。                                     以  上 



 

 

 

 

最良執行方針 

 

平成 19年 9月 30 日制定 

平成 23年 12 月 15 日改定 

令和 3 年 10月 1 日改定 

令和 5 年 1 月 1 日改定 

令和 5 年 8 月 7 日改定 

令和 5 年 12月 1 日改定 

 

ジェフリーズ証券会社 東京支店 

 

この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の２第１項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行す

るための方針及び方法を定めたものです。 

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている株券等の注文を受託した際に、お客様から取引の

執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。 

 

1. 対象となる有価証券 

上場株券等。 

「上場株券等」とは、国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、Ｅ

ＴＦ（株価指数連動型投資信託受益証券）およびＲＥＩＴ 不動産投資信託の投資証券等で、金融商品取引法施行令第

16 条の６に規定される「上場株券等」を指します。 

なお、弊社におきましては「取扱有価証券」（フェニックス銘柄である株券、新株予約権証券および新株予約権付社債

券等で、金融商品取引法第 67 条の 18 第４号に規定されるもの）は原則としてお取扱いしておりません。 

 

2. 最良の取引の条件で執行するための方法 

お客様からいただいた上場株券等に係るご注文の取引の執行方法については電子的にまたは電話等で個別の注文ごと

にご指示をいただくか、または、予めそれぞれのお客様との間で注文の執行方法について具体的な取り決めをさせて

いただくことを基本方針といたします。 

 

なお、以下の説明で使われる用語の定義は次のとおりです。 

 

Smart Order Routing（SOR）： 上場株券等の注文について、複数の取引所金融商品市場等から最も有利な条件で執行



 

 

するための取引所金融商品市場等を電子情報処理組織により自動的に選択する方法または、当該方法により取引を提

供する仕組み。 

Direct Market Access（DMA）： 上場株券等の注文を当社の営業員を介さず取引所金融商品市場等に発注する仕組み。 

PTS： 金融商品取引法第２条第８項第 10 号に掲げる行為による有価証券の売買を行う市場。法第 30 条第１項の認

可を受けた金融商品取引業者が開設するものですが、当社は開設しておりません。 

ダークプール： 金融商品取引業等に関する内閣府令第 70 条の２第７項に規定される社内取引システムのこと。な

お、当社は運営しておりません。 

レイテンシーアービトラージ： 注文の執行に要する時間の差により生ずる金融商品市場における相場に係る変動、

市場間の格差等を利用した取引戦略のこと 

アルゴリズムエンジン： 一定のストラテジー（取引戦略）に従い、上場株券等の注文を自動的に取引所金融商品市

場等に発注する仕組み。 

 

① 取引に関するご指示を頂いた場合 

執行方法について、個別または事前にご指示を頂いたお客様については、お客様のご指示にしたがって速やかに以下

の方法により注文を執行するよう努めます。 

 

◆ 金融商品取引所市場に取次ぐ方法 

◆ 当社が自己で直接取引の相手となる取引方法 

◆ 取引所外取引の取次ぎまたは媒介による方法 

◆ 他の金融商品取引業者の提供する PTS またはダークプールに取次ぐ方法 

◆ お取引の時間帯、有効期限をご指示いただき執行する方法 

◆ ご注文数量等の一括執行の必要性等のご指示をいただき執行する方法 

◆ その他、お客様のご指示により執行する方法 

 

なお、執行市場のご指定がない場合に東京証券取引所、他の金融商品取引業者の提供する PTS、またはダークプール

に取次ぐ方法の具体的内容は、以下「②取引に関するご指示のない場合」に記載するとおりです。 

 

② 取引に関するご指示がない場合 

お客様からいただいたご注文に対し、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託

注文（発注価格、タイミング、数量を当社に委ねた特定同意注文）として、以下の方法により東京証券取引所、他の

金融商品取引業者の提供する PTS、またはダークプールに取次ぎます。 

各市場の取引時間外に受注した委託注文については、取引が再開された後に各市場に取次ぐことといたします。 

なお、DMA の注文については、SOR を使用せず全て東京証券取引所で執行します。 

 

(1)個人以外のお客様の注文 

当社では、アルゴリズムエンジンを使用した上場株券等の注文執行において、SOR を使用しています。 



 

 

（i）SOR 対象銘柄 

東京証券取引所に上場している銘柄 

① SOR 対象市場 

・東京証券取引所 

・SMBC 日興証券が運営するダークプール 

・野村證券が運営するダークプール 

・モルガン・スタンレーMUFG証券が運営するダークプール 

・シティグループ証券が運営するダークプール 

・リクイドネット証券が運営するダークプール 

・Cboe ジャパンが運営するダークプール 

・ジャパンネクスト証券が運営する PTS（他証券会社を経由） 

・Cboe ジャパンが運営する PTS 

 

（対象市場は、お客様のご要望等によりお客様ごとに異なる設定となります。対象市場の設定は取引

開始時にお客様にお伝えいたします。） 

② SOR 対象市場等の選択の方法および順序 

当社の使用する SOR はアルゴリズムエンジン内のストラテジーの一部として組み込まれており、スト

ラテジーによって対象市場が異なります。例として、東京証券取引所・PTS・ダークプール全て、ダー

クプールのみ、東京証券取引所のみ、などがあります。また、顧客ごとに対象市場を個別に選択し設定

することも可能です。 

各ストラテジー共通の対象市場等の選択の方法および順序は以下のようになります。 

1) ダークプール 

各ダークプールを対象市場とするストラテジーの場合、まず、ダークプールに、同時に、最低単元の注文を発注しま

す。（総注文単元数が対象市場の数に満たない場合、過去の取引実績から当社が流動性が高いと判断した市場を優先

して発注します。） 

当社から注文を発注する先のダークプールは発注時点における東京証券取引所の最良気配内でのみ約定する機能を

有しているため、約定値は必ず発注時点における東京証券取引所の最良気配内になります。 

また、発注はダークプールに同時に行い、東京証券取引所の気配値、PTS の気配値とダークプールの間、または各ダ

ークプール間のいずれも価格の比較は致しません。 

ダークプールのみの執行が設定されたストラテジーはこれを繰り返し、それ以外のストラテジーは注文残数について

下記 2)に進みます。 

2) PTS 及び東京証券取引所 

上記 1)の過程で注文に残がある場合、またはダークプールを対象市場としないストラテジーの場合は、各 PTS の公

表する気配値と東京証券取引所の気配値を比較し、PTS の価格が有利であった場合のみ注文を PTS に発注します。 

また、PTS と東京証券取引所、または各 PTS の公表する気配値が同一であったときは、当該気配値で提示される株数

が大きい市場に優先的に発注します。 



 

 

なお、前述の通り当社の SORはアルゴリズムエンジンのストラテジーと一体化しており、上記のプロセスはアルゴリ

ズムエンジンが発注する注文ごとに行われます。 

また、ストラテジーによっては上記の挙動と並行して各対象市場にすぐには約定しない価格での指値注文を発注して

対当する注文を待つ行動（ポスティング）を行うこともあります。 

③ レイテンシーアービトラージへの対応 

当社は東京証券取引所との接続にはコロケーションを使用し、他 SOR 対象市場との接続にも可能な限り応答速度の速

い接続方法を採用しています。 

これにより他者が当社の注文を先回りする事を困難にしレイテンシーアービトラージを防止しています。 

       （ii）SOR 非対象銘柄 

            東京証券取引所に上場していない銘柄 

            なお、当社では東京証券取引所に上場していない銘柄は原則としてお取扱いしておりません。 

 

(2)個人のお客様の注文 

個人のお客様の注文の執行には SOR、ダークプールのいずれも使用せず、価格面以外（流動性等）を主として考

慮して東京証券取引所に発注します。 

 

3. これらの方法を選択する理由 

(1)個人以外のお客様の注文 

当社では、上場株券等の注文執行において、取引価格のみならず、取引機会、数量も含めてお客様に最良の執行

を提供することを方針としています。 

東京証券取引所において約定機会・数量が少ない場合でもダークプールや PTS において約定機会を追求できる

よう SOR を使用しています。 

DMA の注文については、執行速度を優先するため SOR を経由せず全て東京証券取引所で執行します。 

 

（i）SOR 対象銘柄 

① SOR 対象市場 

最も流動性が高い証券取引所である東京証券取引所、および流動性が高く取引コストの低い、お客様

にとっての約定機会と取引価格の改善に資すると考えられるダークプールおよび PTS を SOR 対象市場

として選定しています。 

なお、SMBC 日興証券は当社と間接的な資本関係および友好関係を有しますが、同社のダークプールは

東京証券取引所の最良気配内でのみ約定する機能を有しているため価格改善効果が期待できること、

および流動性も加味して考慮した結果、SOR 対象市場として選定いたしました。 

② SOR 対象市場等の選択の方法および順序 

お客様の取引価格と約定機会を最良とするべく、対象市場とするダークプールおよび／または PTS に

注文を発注することとしております。 

ダークプールは気配提示をしていないため PTS と東京証券取引所との気配値の比較が出来ませんが、



 

 

一方で当社が注文を発注する先のダークプールは東京証券取引所の最良気配内でのみ約定する機能を

有しており価格改善効果が見込まれるため、まずダークプールに注文を発注することとしております。 

また、PTS と東京証券取引所、または各 PTS の公表する気配値が同一であったときは、お客様の約定可

能性を最大化すべく当該気配値で提示される株数が大きい市場に優先的に発注します。 

なお、SMBC 日興証券は当社と間接的な資本関係および友好関係を有しますが、同社の運営するダーク

プールで優先的に注文を執行することはありません。 

③ レイテンシーアービトラージへの対応 

各 SOR 対象市場に可能な限り応答速度の速い接続方法を採用することで、レイテンシーアービトラージ

を防止すると同時にお客様の約定機会を高めることが可能になるため、当該接続方法を採用しておりま

す。 

       （ii）SOR 非対象銘柄 

            当社では東京証券取引所に上場していない銘柄は原則としてお取扱いしておりません。 

 

(2)個人のお客様の注文 

個人のお客様の注文の執行に SOR、ダークプールのいずれも使用せず、価格面以外（流動性等）を主として考慮

して東京証券取引所に発注するのは、一般的に注文のロットが小さい個人のお客様にとっては、SOR やダーク

プールの導入により期待される価格改善効果と、SOR やダークプールの導入によりお客様が追加的に支払うこ

とになる売買手数料を比較して、後者の方が大きいと見込まれるためです。 

 

4. その他 

(1)端株及び単元株未満の取引 

端株や単元未満株は、金融商品取引所市場や PTS では直接執行することができないため、取り扱っている金融

商品取引業者に取次ぐ方法により執行いたします。 

(2)信用取引は、現在当社では取り扱っておりません。 

(3)取引所金融商品市場等または当社においてシステム障害等が発生した場合、やむを得ず、最良執行方針に基づ

いて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の執行を

いたします。 

 

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合

的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとし

ても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 

 

  



 

 

 

 

保護預り約款 

  （この約款の趣旨） 

第 １ 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められ

るものです。 

  （保護預り証券） 

第 ２ 条 当社は、金融商品取引法（以下、「金商法」といいます。）第２条第１項各号に掲げる証券について、こ

の約款及び別に定める受益証券発行信託の受益証券の保護預りに関する約款の定めに従ってお預りします。ただ

し、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。 

２ 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取引所及び決済会社

が定めるところによりお預りします。 

３ この約款に従ってお預りした証券を以下、「保護預り証券」といいます。 

  （保護預り証券の保管方法及び保管場所） 

第 ３ 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の２に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお

預りします。 

1 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。 

2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 

3 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない

限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 

4 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。 

5 第１号から第４号の規程にかかわらず、当社は、当社における保護預り証券の保管等を外部の保管機関に委

託することがあります。 

  （混合保管等に関する同意事項） 

第 ４ 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り

扱います。 

1 お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。 

2 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還につ

いては、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。 

  （混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い） 

第 ５ 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等に

ついては、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。 

 

（共通番号の届出） 



 

 

第 ６ 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」

といいます。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号（番号法第２条第５項に規定す

る個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法

令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に

従い本人確認を行わせていただきます。 

（当社への届出事項） 

第 ６ 条の２ 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法

人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号

等とします。 

２ お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券

（以下、第 23 条を除き「株券等」といいます。）に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人

等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パ

スポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。 

（保護預り証券の口座処理） 

第 ７ 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 

２ 金融商品取引所又は決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振

替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けら

れたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取

り扱います。ただし、株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」といいます。）が必要があると認めて振替を行

わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 

（担保に係る処理） 

第 ８ 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ

行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 

（お客様への連絡事項） 

第 ９ 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 

1 名義書換又は提供を要する場合には、その期日 

2 混合保管中の債券について第５条の規定に基づき決定された償還額 

3 最終償還期限 

4 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 

２ 残高照合のためのご報告は、１年に１回（信用取引、デリバティブ取引（日本証券業協会自主規制規則「有価

証券の寄託の受入れ等に関する規則」第９条第１項第２号イ、ロ又はハに該当する取引をいいます。以下この保

護預り約款において同じ。）の未決済建玉がある場合には２回）以上行います。また、取引残高報告書を定期的

に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に１回以上、残高照合のための報告内容を含め行います

から、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部門に直接ご連絡ください。 

３ 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家（金商法第２条第31項に規定する特定投資家（同法第

34条の２第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の３第４項（同法第34条



 

 

の４第６項において準用する場合を含みます。）の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。）をいいま

す。）である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やか

に回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないこ

とがあります。 

４ 当社は、第２項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについ

ては、第２項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 

1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 

2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 

 

（名義書換等の手続きの代行等） 

第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の

新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。 

２ 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。 

（償還金等の代理受領） 

第 11 条 保護預り証券の償還金（混合保管中の債券について第５条の規定に基づき決定された償還金を含みま

す。以下同じ。）又は利金（分配金を含みます。以下同じ。）の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け

取り、ご請求に応じてお支払いします。 

（保護預り証券の返還） 

第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 

（保護預り証券の返還に準ずる取扱い） 

第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱

います。 

1 保護預り証券を売却される場合 

2 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 

3 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 

（届出事項の変更手続き） 

第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きくださ

い。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願う

こと等があります。 

２ 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請

求には応じません。 

（保護預り管理料等） 

第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後１年を経過するごとに所定の料金をいただ

くことができるものとします。 

２ 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。

また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。 



 

 

３ お客様のご希望に従って特別な取扱いをしたときは、当社はお客様に対し、当社の要した諸費用の全部又は一

部をいただくことができるものとします。 

（解   約） 

第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 

1 お客様から解約のお申出があった場合 

2 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合（融資等の契約に基づき担保が

設定されている場合を除く） 

 

3 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき 

4 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約

を申し出た場合 

5 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認

めて、解約を申し出たとき 

6 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 

（解約時の取扱い） 

第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。 

２ 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によ

って換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 

（公示催告等の調査等の免除） 

第 18 条 当社は、保護預り証券に係る公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等に

ついての調査及びご通知はしません。 

（緊急措置） 

第 18 条の２ 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要す

るときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 

（免 責 事 項） 

第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 

1 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返

還した場合 

2 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなか

った場合 

3 第９条第１項第１号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼

がなかった場合 

4 お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合 

5 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求に係る保護預り証券のご返還が遅延した場合 

（振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意） 

第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。平成 21 年１



 

 

月５日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「振替法」といいます。）が施行されております。以

下同じ。）に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当

社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただい

たものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせてい

ただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定

めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 

（特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 

第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特

例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債（以下、「特例社債等」といいます。）

に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている

第１号及び第２号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第３号から第５号までに掲げる事項につ

き、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

1 社振法附則第 14 条（同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。）に

おいて定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 

2 その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等（社振法に基づく振替制度へ移行するた

めに、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。） 

3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと 

4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること 

5 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及

び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること 

（特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 

第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受

益権（既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたも

の）に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第１号から第５号までに掲げる

事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

1 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関

する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等（受益証券の提出な

ど）を投資信託委託会社が代理して行うこと 

2 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行す

るために必要となる手続き等を行うことを委任すること 

3 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと 

4 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること 

5 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関

係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること 

（振替法の施行に伴う手続き等に関する同意） 



 

 

第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等

の保管及び振替に関する法律」（以下、「保振法」といいます。平成 21 年１月５日から廃止されております。以下

同じ。）第２条に規定する株券等（振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本

条において同じ。）に該当するものについて、次の第１号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただい

たものとして取り扱います。 

1 振替法の施行日（平成 21年１月５日。以下、「施行日」といいます。）の 30 日前の日から施行日の前日まで

の間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 

2 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。 

3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること。 

4 施行日の１ヶ月前の日から施行日の２週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお

客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預

りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。 

5 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報（氏名又は名称、

住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。

以下同じ。）を機構に通知すること。 

6 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報（生年月日を除きます。）の内容は、機構を通じて、お客様が

他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。 

7 お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合に

は、第５号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。 

8 当社が第５号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等

の通知等に係る処理に利用すること。 

9 当社が施行日から間接口座管理機関となること。 

10 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債（施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又

は記録されていたものに限ります。）について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該

特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並

びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 

イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 

ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 

ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当

該申請を取り次ぐこと。 

ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特

例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。 

ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日ま

での期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 

11 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券（施行日前日に

機構が保管振替機関（保振法第２条第２項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。）として取り扱う



 

 

ものに限ります。）に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方の

ために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお

客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 

12 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券（施行日前

日に機構が保管振替機関として取り扱うものに限ります。）に係る優先出資の質権者として保振法に規定する

顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、そ

の顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 

13 発行者に対する前２号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代

わって行うこと。 

14 施行日前において、保護預り株券（機構で保管しているものを除きます。）を返還する場合があること。 

15 施行日前において、お客様へ保護預り株券（機構で保管しているものを除きます。）を返還する場合には、

お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。 

16 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 

17 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び

機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。 

 

（この約款の変更） 

第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548条

の4の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並

びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他

相当の方法により周知します。 

 

（個人情報等の取扱い） 

第 25 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣ

Ａ）上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米

国税務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座

残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供することがあります

が、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたもの

として取り扱います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法 1471 条及び 1472条の適用上、適用外受益者

として扱われる者を除きます。） 

 

令和 3 年 7 月 1 日現在 

ジェフリーズ証券会社東京支店 



 

 

 



 

 

株式等振替決済口座管理約款 

（この約款の趣旨） 

第 １ 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「振替法」といいます。）に基づく振替制度におい

て取り扱う振替株式等（株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」といいます。）の「株式等の振替に関する業務

規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。）に係るお客様の口座（以下、「振替決済口座」といいます。）

を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 

（振替決済口座） 

第 ２ 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 

２ 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の

記載又は記録をする内訳区分（以下、「質権欄」といいます。）と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする

内訳区分（以下、「保有欄」といいます。）とを別に設けて開設します。 

３ 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 

（振替決済口座の開設） 

第 ３ 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」に

よりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせ

ていただきます。 

２ 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾し

たときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。 

３ 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関

する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並

びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該

約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。（共通番号の届出） 

第３条の２ お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」

といいます。）その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号（番号法第２条第５項

に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の

関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の

規定に従い本人確認を行わせていただきます。 

（契約期間等） 

第 ４ 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する３月末日までとします。 

２ この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。

なお、継続後も同様とします。 

（当社への届出事項） 

第 ５ 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人

の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通

番号等とします。 



 

 

２ お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等（以下、「外国人

等」といいます。）である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場

合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。 

（加入者情報の取扱いに関する同意） 

第 ６ 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者

情報（氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同

じ。）について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつ

き、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

（加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意） 

第６条の２ 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報（生年月日を除きます。）の内容は、機構を通じて、

お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場

合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

（共通番号情報の取扱いに関する同意） 

第７条 当社は、お客様の共通番号情報（氏名又は名称、住所、共通番号）について、株式等の振替制度に関して機

構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつ

き、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

（発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出） 

第 ８ 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその

取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

２ 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株

予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、

総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総

優先出資者通知、若しくは総受益者通知（以下、第 26 条において「総株主通知等」といいます。）又は個別株主

通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り

扱います。 

（発行者に対する振替決済口座の所在の通知） 

第 ９ 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第１項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が

情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第１項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に

通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意

いただいたものとして取り扱います。 

（振替制度で指定されていない文字の取扱い） 

第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない

文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取

り扱います。 

（振替の申請） 

第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、



 

 

当社に対し、振替の申請をすることができます。 

1   差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの 

2   法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの 

3   機構の定める振替制限日を振替日とするもの 

２ お客様が振替の申請を行うに当たっては、その４営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入

の上、届出の印章（又は署名）により記名押印（又は署名）してご提出ください。 

1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量 

2 お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別 

3 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録が

されるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、

優先出資者又は受益者（以下、本条において「株主等」といいます。）の氏名又は名称及び住所並びに第１号の

数量のうち当該株主等ごとの数量 

4 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者（以下、本条において「特別株主等」といいま

す。）の氏名又は名称及び住所並びに第１号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量 

5 振替先口座 

6 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別 

7 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数

量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であ

ること等 

8 振替を行う日 

３ 前項第１号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の１口の整

数倍となるよう提示しなければなりません。 

４ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第２項第５号の提示は必要ありません。また、同項第６

号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 

５ 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったも

のとして取り扱います。 

６ 第２項の振替の申請（振替先欄が保有欄であるものに限ります。）を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振

替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第５号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲

り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資

信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項

を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。 

（他の口座管理機関への振替） 

第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。 

２ 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みく

ださい。 

（担保の設定） 



 

 

第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。 

（登録質権者となるべき旨のお申出） 

第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的

である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登

録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。 

（担保株式等の取扱い） 

第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、

振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、

特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。 

２ お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請に

より当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社

債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振

替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約

権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権（以下、「担保株式等」

といいます。）の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 

３ お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に

係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記

載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資

口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しく

は新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取

請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社

債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、

当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 

（担保設定者となるべき旨のお申出） 

第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質

権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等（登録質の場合は

振替株式、振替投資口又は振替優先出資）について、当社に対し、振替株式等の質権設定者（登録質の場合は登

録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者）となるべき旨の申出の取次ぎを請求す

ることができます。 

２ お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者に

その旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保

の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に

対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することがで

きます。 

（権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約） 



 

 

第 16 条の２ 当社が、お客様による権利確定日（権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以

下本条において同じ。）を受渡日とする上場株券等（取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、

投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。）の買付けに

関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上

場株券等の引渡しが行われないこと（以下、「フェイル」といいます。）を確認した場合について、当該権利確定

日に係るお客様の株主等（株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。）として

の権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。 

1 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものと

すること 

2 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承

諾すること（需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があ

ります。）及び本件貸借取引（前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次

号において同じ。）に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理される

こと 

3 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とする

こと 

4 当社は、当社の上位機関から、当該上位機関が日本証券金融株式会社から借り入れたフェイルとなった上場

株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出す

こと 

5 お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として

受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として当社の上位機関に差し入れ、当該上位機関が

当社から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当該上位機関による借入の担保として日本証券金融

株式会社に差し入れること 

6 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社か

ら借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること 

7 第４号及び第５号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社、

当社の上位機関及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供

を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り

入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還

債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保とし

て提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること２ 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか

一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができ

なくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様か

ら提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請

求権とを相殺するものとします。 

1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき 



 

 

2 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき 

3 租税公課の滞納により差押えを受けたとき 

4 支払を停止したとき 

5 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押え

の命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送さ

れたとき 

6 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 

7 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき 

8 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めた

とき 

３ 第１項及び第２項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れす

ることはできません。 

４ お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社が当該上場株券等を担保提供した当社の上位機

関及び当該上位機関が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お

客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。 

５ お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第

１項から第４項、第６項及び第７項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない

場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 

６ 第１項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、

銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面（お客様から担保として提供された上

場株券等について、第１項第５号に基づき、当社が当社の上位機関に担保として提供し、当該上位機関が日本証

券金融株式会社に対し担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下、

「貸出報告書」といいます。）を交付いたします。（電磁的方法により通知する場合：第１項に基づき、当社がお

客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期

間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。） 

７ 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないこと

に合意するものとします。 

（信託の受託者である場合の取扱い） 

第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替

株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。 

（振替先口座等の照会） 

第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示され

た振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 

２ お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新

株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を

開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加



 

 

入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 

３ お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社

債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であ

って、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構

に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 

（振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い） 

第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、

元利金の支払いの請求を委任するものとします。 

２ お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支

払代理人が発行者から受領し、シティバンク、エヌ・エイ東京支店（上位機関）が当社に代わってこれを受け取

り、当社がシティバンク、エヌ・エイ東京支店（上位機関）からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請

求に応じて当社からお客様にお支払いします。 

３ 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決

済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定さ

れた、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 

（振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い） 

第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又

は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付

社債、又は振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。 

（振替株式等の発行者である場合の取扱い） 

第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記

載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資（差押えを受けたものその他

の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。）について、当社に対し、一部抹消の申請を

することができます。 

第 21 条の２ お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、

新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、

振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主

の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約

権者の通知をしていただきます。 

（個別株主通知の取扱い） 

第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出（振替法第 154 条第４項の申出を

いいます。）の取次ぎの請求をすることができます。 

（単元未満株式の買取請求等） 

第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買

取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取

次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める



 

 

取次停止期間は除きます。 

２ 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請

求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等につい

ては、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この

場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。 

３ お客様は、第１項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単

元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。 

４ お客様は、第１項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発

行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。 

５ お客様は、第１項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係

る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。 

６ 第１項の場合は、所定の手続料をいただきます。 

（会社の組織再編等に係る手続き） 

第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株

式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若し

くは減少の記載又は記録を行います。 

２ 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機

構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。 

（振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き） 

第 24 条の２ 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替

決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。 

２ 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記

録を行います。 

（振替受益権の併合等に係る手続き） 

第 24 条の３ 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増

加又は減少の記載又は記録を行います。 

２ 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記

載又は記録を行います。 

（振替上場投資信託受益権等の抹消手続き） 

第 24 条の４ 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様

から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていた

だきます。 

２ 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。 

（配当金等に関する取扱い） 

第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座（以下、「預金口座等」と

いいます。）への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対す



 

 

る配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定（以下、「配当金等振込指定」といいます。）の取次ぎの請求を

することができます。 

２ お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座（以下、「登録配当金等受領口座」といいま

す。）への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法（以下、「登録配当金

等受領口座方式」といいます。）又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発

行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数

量（当該発行者に係るものに限ります。）に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お

客様が配当金又は分配金を受領する方式（以下、「株式数等比例配分方式」といいます。）を利用しようとする場

合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 

３ お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次

に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

1 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があ

らかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 

2 お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設され

た振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理

機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をす

ることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 

3 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の

口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。 

4 お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又

は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の

受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。 

5 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対

して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅する

こと。 

6 お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。 

イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした

口座管理機関の加入者 

ロ 機構加入者 

ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式（当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。）

の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法

第 225 条第１項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請

した者である加入者 

４ 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純

取次ぎを請求することはできません。 

（振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等） 



 

 

第 25 条の２ 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従っ

て信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います（信託財産の発行者が所在する国又は地域（以下、「国等」

といいます。）の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きま

す。）。 

なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款より管理する

ことがあります。 

２ 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従

って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います（信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、

慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。）。 

（振替受益権の信託財産の配当等の処理） 

第 25 条の３ 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等（新株予約権の性質を

有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。）その他の権利の処理は、信託契

約に定めるところにより、処理することとします。 

（振替受益権の信託財産に係る議決権の行使） 

第 25 条の４ 振替受益権の信託財産に係る株主総会（受益者集会を含む。以下同じ。）における議決権は、お客様

の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによ

ります。 

（振替受益権に係る議決権の行使等） 

第 25条の５ 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めると

ころによりお客様が行うものとします。 

（振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等） 

第 25 条の６ 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利

又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契

約に定める方法により行います。 

（振替受益権の証明書の請求等） 

第 25 条の７ お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第３項の書面の交付を請求することができます。 

２ お客様は、振替法第 127条の 27 第３項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、

当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。 

（総株主通知等に係る処理） 

第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日（振替新株予約権

付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口に

あっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先

出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下、こ

の条において同じ。）における株主（振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権に

あっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同

組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。



 

 

なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。

以下、「通知株主等」といいます。）の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等

の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。 

２ 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の

発行者（振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。）に対し、通知株主等の氏名

又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この

場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等

として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報

告された数量を合算した数量によって、通知を行います。 

３ 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じ

た場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。 

４ 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名

称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振

替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。 

（お客様への連絡事項） 

第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。 

1 最終償還期限（償還期限がある場合に限ります。） 

2 残高照合のための報告 

3 お客様に対して機構から通知された事項 

２ 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年１回以上ご通

知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための

報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の管理部門に直接ご連絡く

ださい。 

３ 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到

達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

４ 当社は、第２項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家（金商法第２条第 31 項に規定する特定投資家（同法

第 34 条の２第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34条の３第４項（同法第

34 条の４第６項において準用する場合を含みます。）の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。）をい

います。）である場合であって、当該お客様からの第２項に定める残高照合のためのご報告（取引残高報告書によ

る通知を含みます。以下、本項において同じ。）に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が

整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 

５ 当社は、第２項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについ

ては、第２項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 

1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 

2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 

（振替新株予約権等の行使請求等） 



 

 

第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債につい

て、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使に

より交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予

約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 

２ お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に

対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。た

だし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるとき

は当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 

３ お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行

者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることが

できます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当

社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 

４ 前３項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新

投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由

して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請

求の効力が生じます。 

５ お客様は、第１項、第２項又は第３項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予

約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、

当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新

投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。 

６ お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使請求又は新投資

口予約権行使請求を行う場合に、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行

使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。 

７ お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予

約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新

株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。 

８ お客様は、当社に対し、第１項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求

することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。 

９ 前８項の場合は、所定の手続料をいただきます。 

（振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い） 

第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予

約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対

する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこと

となります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わ

って受領し、これをお客様に交付します。 

２ 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める



 

 

場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することに

つき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

（振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求） 

第 30 条 お客様（振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。）は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口

座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第３項各号に掲げる事項を証

明した書面（振替法第 222 条第３項に規定する書面をいいます。）の交付を請求することができます。 

２ お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明

の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お

客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第５項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新

株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予

約権付社債について、振替の申請をすることはできません。 

３ 第１項の場合は、所定の手続料をいただきます。 

（振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求） 

第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明

した書面（振替法第 277 条に規定する書面をいいます。）の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供

することを請求することができます。 

２ 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定め

られている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又

は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該

利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供

をします。 

３ 第１項の場合は、所定の料金をいただきます。 

（届出事項の変更手続き） 

第 32 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通

番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑

証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 

２ 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約

の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 

３ 第１項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、

住所、共通番号等とします。 

（機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意） 

第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様

が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなく

なった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更

することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

（口座管理料） 



 

 

第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後１年を経過するごとに所

定の料金をいただくことがあります。 

２ 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお

支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。 

（当社の連帯保証義務） 

第 35 条 機構又はシティバンク、エヌ・エイ東京支店（上位機関）が、振替法等に基づき、お客様（振替法第 11

条第２項に定める加入者に限ります。）に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行につ

いては、当社がこれを連帯して保証いたします。 

1 振替株式等の振替手続を行った際、機構又はシティバンク、エヌ・エイ東京支店（上位機関）において、誤記

帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記

載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分（振替株式等を取得した者のな

いことが証明された分を除きます。）のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益

権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 

2 その他、機構又はシティバンク、エヌ・エイ東京支店（上位機関）において、振替法に定める超過記載又は記

録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 

（複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知） 

第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近

上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれら

の顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。 

1 銘柄名称 

2 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機

関（機構を除きます。） 

3 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の

直近上位機関及びその上位機関（機構を除きます。）の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客

様の権利の数量 

（機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知） 

第 37 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合が

あります。 

２ 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。 

（解約等） 

第 38 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があっ

たときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第４

条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 

1 お客様から解約のお申出があった場合 

2 お客様が手数料を支払わないとき 

3 お客様がこの約款に違反したとき 



 

 

4 第 34 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合 

5 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき 

6 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を

申し出たとき 

7 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認

めて、解約を申し出たとき 

8 やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき 

２ 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に

開設したお客様 

の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として

指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。 

1 お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合 

2 お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先

出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録さ

れているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しく

は特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客

様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約

権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、

反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき 

3 お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整

新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調

整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合 

３ 前２項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相

当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたとき

は、直ちにお支払いください。 

４ 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第１項の方法に準じて自動引落しすることができるものとしま

す。この場合、第 34 条第２項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。 

（解約時の取扱い） 

第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭に

ついては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還

を行います。 

（緊急措置） 

第 40 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するとき

は、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 

（免責事項） 

第 41 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 



 

 

1 第 32 条第１項による届出の前に生じた損害 

2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影（又は署名）を届出の印鑑（又は署名鑑）と相当の注意をもって照

合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、

変造その他の事故があった場合に生じた損害 

3 依頼書に使用された印影（又は署名）が届出の印鑑（又は署名鑑）と相違するため、振替株式等の振替 

をしなかった場合に生じた損害 

 4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生 

したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 

5 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座へ

の入金が遅延した場合に生じた損害 

 6 第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 

（振替法の施行に向けた手続き等に関する同意） 

第 42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正す

る法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関

する法律（以下、「保振法」といいます。）第２条に規定する株券等（振替法に基づく振替制度に移行しない新株予

約権付社債券を除きます。以下、本条において同じ。）に該当するものについて、次の第１号から第５号までに掲

げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

1 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること。 

2 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債（施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記

録されていたものを除きます。）について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株

予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハから

ヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 

イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 

ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等 

ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申

請を取り次ぐこと。 

ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の５営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が

必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。 

ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。 

ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機

関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。 

3 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であっ

て、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、

発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株

式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた

場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。 



 

 

4 当社は、施行日後１年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行

うこと。 

5 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。 

（振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 

第 42 条の２ お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お

客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第１号及び第２号に掲げる諸手続

き等を当社が代わって行うこと並びに第３号から第６号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして

取り扱います。 

1 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関す

る機構への申請 

2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等（受益証券の提出など） 

3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。 

4 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構

の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。 

5 機構が必要と認める日においては、第１号に掲げる申請を受け付けないこと。 

6 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること。 

（振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意） 

第 42 条の３ 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の

施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特

例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第１号及び第２号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこ

と並びに第３号から第６号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 

1 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 

2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等（受益証券の提出など） 

3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。 

4 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その

他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。 

5 機構が必要と認める日においては、第１号に掲げる申請を受け付けないこと。 

6 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座（自己口）を経由して行う場合があること。 

（この約款の変更） 

第 43 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第

548 条の４の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生

時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 

（個人情報等の取扱い） 

第 44 条 お客様の個人情報（氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める

事項。以下同じ。）の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、

機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関（以下、「機構等」といい



 

 

ます。）に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることにつ

いて同意していただいたものとして取り扱います。 

２ 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）

上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税

務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、

口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供することがありますが、こ

の約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして

取り扱います。 

① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 

② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 

③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法 1471 条及び 1472条の適用上、適用外受益者

として扱われる者を除きます。） 

 

 

令和 3 年 7 月 1 日現在 

ジェフリーズ証券会社東京支店 


